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北九州市では、民間賃貸住宅へ入居を希望される高齢者や障害者（以下「高齢者等」という。）

が安心して住宅を探すことができる「住まい探しの協力支援体制」を整備し、高齢者等の円滑

な入居とともに地域包括ケアシステムの構築を実現するため、「北九州市高齢者・障害者住まい

探しの協力店紹介制度（以下「当制度」という。）」を平成２８年５月に創設しました。 

当制度は、市と「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会北九州支部」、「公益社団法人 全

日本不動産協会福岡県本部」で運営についての協定を締結し、市内の各協会員である宅地建物

取引業者の方々と連携して運営することとしています。 

今回、当制度における不動産協力店の新規募集を行います。不動産協力店への参画をご希望

の事業者の方は、事前に登録を行う必要があります。是非ご登録くださいますようお願いいた

します。 

※協力店登録時に、当制度の対象物件を有していない場合（貸主が高齢者等の入居を認めてい

ない場合を含む。）でも、今後、貸主への働きかけにより高齢者等の住まい探しへの協力を検

討される協力店は登録の対象とします。 

 

記 

 

■ 当制度の概要について 

別紙をご参照ください。（制度の運営・流れについて） 

また、本市ＨＰにおいて、当制度の概要と現在の不動産協力店一覧が掲載されたチラシが

ダウンロードできますので、併せてご参照ください。 

（  北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店紹介制度   検索  ） 

 

■ 不動産協力店の募集期間 

令和６年１２月１１日（水）～ 令和６年１２月２７日（金） 

 

■ 不動産協力店への登録方法 

登録を希望される方は、以下の問合せ先までご連絡ください。 

別途案内を送付いたしますので、Graffer による電子申請又はメール・ＦＡＸにより、

ご提出をお願いいたします。 

 

■ 新規登録協力店の適用開始日（予定） ： 令和７年４月１日（火） 

 

■ 問合せ先 

  北九州市都市整備局住宅部住宅計画課 

   担 当：佐々木・小田 

電 話：０９３-５８２-２５９２ 

ＦＡＸ：０９３-５８２-２６９４ 

メール：seibi-juutakukeikaku@city.kitakyushu.lg.jp 

 

令和７年度 北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店紹介制度における 

不動産協力店新規募集のご案内 

mailto:seibi-juutakukeikaku@city.kitakyushu.lg.jp


 

北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店紹介制度の運営・流れについて 

１．制度の運営イメージ 

※支援の必要な高齢者等世帯の定義 

⇒市内等近くに身寄りがいない65歳以上の高齢者のみの世帯又は障害者のみの世帯 

２．制度の流れ 

① 不動産事業者は、不動産協力店として市（都市整備局住宅計画課）に登録（電子申請も可） 

② 市と情報提供窓口とで情報共有 

③ 市と情報提供窓口は、不動産協力店の情報等を高齢者等世帯へ発信 

④ 高齢者等世帯は、不動産協力店へ入居相談 

⑤ 不動産協力店は、高齢者等世帯へ物件を紹介 

⑤’不動産協力店は、賃貸人へ高齢者等世帯を入居させるよう働きかけ 

⇒「支援の必要な高齢者等世帯」である場合、「いのちをつなぐﾈｯﾄﾜｰｸによる見守り」の 

取組みについて「賃貸人」と「支援の必要な高齢者等世帯」へ紹介する 

⇒「賃貸人」と「支援の必要な高齢者等世帯」が賃貸借契約する場合、不動産協力店から 

市へ情報提供することについて入居者から同意を得ておく 

⑥ 賃貸人は、⑤’の働きかけにより高齢者等世帯の入居を承諾 

⑥’賃貸人と高齢者等世帯で賃貸借契約を締結 

⑦ 不動産協力店は、支援の必要な高齢者等世帯の入居が決定した場合、市（都市整備局 

住宅計画課）へ連絡 

⑧ 賃貸人は、入居者の異変に気づいた場合、市（区役所保健福祉課）へ直接問合せ 

⑧’賃貸人は、入居者のことで緊急対応が必要な場合、警察・消防へ直接問合せ 

⑨ 市（区役所保健福祉課）は、入居者（支援の必要な高齢者等世帯）の状況に応じ、地域の 

団体などの関係者と連携しながら安否確認や福祉ｻｰﾋﾞｽ等適切な支援につなぐ 

別 紙 


